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Ⅰ　は じ め に

今日，家庭生活の問題，特に家事・育児に関す
る問題を解決するためのセミナーや情報冊子に加
え，アプリなど気楽にアクセスできるツールが増
えている。たとえば ToDo 共有アプリや家事タス
クを可視化し夫婦間の分担を見直すアプリなどで
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家事と仕事をめぐる夫婦の関係

現在の日本社会は，依然として強固な性別分業が残っている一方で，男女ともに二重負担
を強いられている。家事時間は減少しているものの育児時間は増加しており，男女の二重
負担はとりわけ子育て世帯で顕著である。それでも二重負担の在り様は，家事・育児（ケ
ア役割）については女性に，仕事（稼得役割）については男性に偏りがちである。それは
家事・育児の内容がモノを扱うものから，ケア（人を扱うもの）や情報を扱うものが増え
たこと，男性の稼得責任に関する規範の強さによるものだ。男性の育児時間は増加してい
るが，それ以上に女性の育児時間は増加しており，育児は送迎など一方が担えばもう一方
が担わなくてもよいものもあるが，共同で行われるものも多く，夫と妻双方のエネルギー
と時間を費やすことが必要である。したがって，仕事時間が大幅に減少することがなけれ
ば，二重負担についての男女の負担は解消することが難しい。これまでは初婚継続夫婦が
ライフステージの変化により家事と仕事のバランスをとることが考えられてきた。現在
は，離婚，再婚などパートナーが変わることも，無配偶状態になることも人生の可能性の
中には多く含まれる。結婚生活だけでなく，恋愛市場，結婚市場においても家事か仕事か
という二者択一はリスクが高い。しかし，二重負担はストレスが高い。家族生活を顧みな
い社会的な状態がこれからも続くのであれば，結婚しないという選択が夫婦の危機を回避
するための最も優れた選択であるというのも頷ける。

永井　暁子
（日本女子大学准教授）

ある。また政府が行ってきたイクメンプロジェク
トの成果もあるだろうが，これまで母子だけの風
景であった保育園に送る父親，乳児を抱っこして
いる父親の姿が珍しくなくなってきた。

それでもなお，現在の日本社会は依然として強
固な性別分業が残っている。樋口（1985）が女性
の二重負担を「新・性別役割分業」（女性は仕事
と家事・育児），Hochschild（1989）がダブル・シ
フトと言い表した状況は変わってはいない。一方
で，長時間労働とともに，仕事と育児の「板挟
み」状態でストレスを抱える父親の問題も注目さ
れている（Hochschild 1997；石井クンツ 2013）。つ
まり，二重負担の問題は女性だけの問題から，一
部の男性にものしかかってきているのである。
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なぜ男性も女性も家事や育児の負担感が高いの
か。なぜ両立が難しいのか。近代家族は，「稼得」
と家事・育児・介護等の「ケア」を，小さな家族
の中で分業してきた。その前提とは，ケア役割と
稼得役割を交換可能であるとするものである。そ
してもう一つの前提は，結婚が永続的な関係とし
ている点である。結婚生活のどの時点でも夫妻間
で等価な交換が行われているとは考えにくいが，
永続的な関係であれば結婚生活全体で満足のいく
交換が行われるだろうという前提である。

しかし，これらの前提が大きく揺らいでいる。
前提の揺らぎとともに人生や生活に求めるものの
変化など，分業をめぐって大きな変化が起きてき
ている。本論では，「稼得」と「ケア」をめぐる
現代の夫婦関係を分析し，今後の家族の可能性に
ついて考察する。

Ⅱ　生活時間から見た夫婦間の分業

まず生活時間から夫婦あるいは男女の家事と仕
事の時間の配分についてみてみよう。『社会生活
基本調査』によれば，平均家事関連時間（家事，
介護・看護，育児，買い物は男性で増加傾向にあ
り，平成 28 年の家事関連時間は男性 44 分，女性
3 時間 28 分，男女の差は 2 時間 44 分である。こ
の 20 年間に，男性は 20 分増加，女性は 6 分減
少し，男女の差は 26 分縮小している。男女差は
縮小してはいるが，いまだに大きい。

15 歳以上の有業者の仕事時間についてみると，
女性は全年齢層で有業率が上昇しているのだが，
仕事時間の男女差も大きいままである。有業者の
休日を含む週全体での平均仕事時間は，男性が 6
時間 49 分，女性が 4 時間 47 分と男性が女性に

比べ約２時間長い。男女ともに仕事時間は減少傾
向にあり，昭和 61 年に比べ，男性は 35 分減少，
女性は 52 分減少しているのだが，その差は拡大
している。

夫婦と子供の世帯について，末子年齢別にみ
てみると，末子が 6 歳未満の世帯で夫（男性）の
育児時間が 49 分と末子 6 歳以上の世帯に比べて
長く，家事関連時間は 1 時間 23 分となっている

（表）。育児時間が 31 分増加したことにより平成
8 年の家事関連時間 38 分に比べ 45 分増加した。

末子 6 歳未満の世帯において，妻（女性）の家
事関連時間は，平成 8 年の 7 時間 38 分からみれ
ば平成 28 年には 7 時間 34 分とほとんど変化がな
い。ただし，内訳は大きく変化しており，家事時
間は 4 時間 8 分から 3 時間 7 分へと 1 時間以上減
少しているが，育児時間は 2 時間 43 分から 3 時
間 45 分と 1 時間以上増加している。周知のとお
り，有配偶女性の子ども数が増えたわけではない
ので，一人にかける育児時間が増えたということ
である。

平成 8 年から平成 28 年の夫婦と子供からなる
共働き世帯をみてみると，夫の仕事等の時間は 8
時間 14 分から 8 時間 31 分，家事関連時間は 20
分から 46 分とともに増加している（表）。夫の家
事関連時間のうち家事は 8 分増加，育児は 13 分
増加している。妻の仕事等の時間は 4 時間 55 分
から 4 時間 44 分に減少，しかし家事関連時間は
4 時間 33 分から 4 時間 54 分に増加している。そ
のうち家事は 19 分減少しているのに対して，育
児は 37 分増加している。これらは育児時間の長
い子どもが未就学の時期に働く女性の増加と子ど
も一人あたりの育児時間の増加によって説明でき
るだろう。

表　夫婦と子供の世帯の夫・妻の家事関連時間
（単位：時間 . 分）

末子６歳未満世帯 共働き世帯 専業主婦世帯

夫 妻 夫 妻 夫 妻

平成8年 平成28年 平成8年 平成28年 平成8年 平成28年 平成8年 平成28年 平成8年 平成28年 平成8年 平成28年

家事関連 0.38 1.23 7.38 7.34 0.20 0.46 4.33 4.54 0.27 0.50 7.30 7.56 

家事 0.05 0.17 4.08 3.07 0.07 0.15 3.35 3.16 0.05 0.10 5.02 4.35 

育児 0.18 0.49 2.43 3.45 0.03 0.16 0.19 0.56 0.08 0.21 1.30 2.24 

出所：総務省統計局『社会生活基本調査』
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同じく夫婦と子供からなる専業主婦世帯をみる
と，夫は仕事等の時間が 8 時間 12 分から 8 時間
16 分に，家事関連時間は 27 分から 50 分に増加
している（表）。家事関連時間のうち家事は 5 分，
育児は 13 分増加している。妻の家事関連時間は
7 時間 30 分から 7 時間 56 分に増加し，家事は 27
分減少しているのに対して育児は 54 分も増加し
ている。

このように，夫婦と子供からなる世帯におい
て，平成 8 年から平成 28 年の間での大きな変化
は，育児時間の増加によるものである。では，保
育施設などの拡充が男性と女性の二重負担を減少
させるのだろうか。確かに共働き世帯の妻のほう
が専業主婦世帯に比べて家事時間は少ない。保育
施設の利用により労働市場に参入することは可能
になり，仕事時間が増える分，家事時間は減るの
だが，保育所・学童保育所の拡充は，こうした夫
婦の問題を解決するわけではない。夫の家事関連
時間は増加し，最近の父親の多くは，自分の父親
に比べて家庭に貢献していることを自覚している
だろうし，子供のいない夫婦と比べればはるかに
多くの時間を子どものために使っていると考える
だろう。男女ともに二重負担の問題をかかえる状
況について，私たちが人生や生活に求めているも
のや家事の内容の変化などからⅢ以降で検討して
いく。

Ⅲ　家族に求めるもの

まず，性別分業や家族に対する意識についてみ
てみよう。令和元年の「男女共同参画に関する世
論調査」によれば，「夫は外で働き，妻は家庭を
守るべきである」という考え方について賛成（「賛
成」と「どちらかといえば賛成」の合計）は 35.0％，
反対（「どちらかといえば反対」と「反対」の合計）
59.8％となっており，固定的な性別役割分業自体
には反対の者が多くを占めている。

賛成としている者の理由は「妻が家庭を守った
ほうが，子供の成長などにとって良いと思うか
ら」55.2％，「家事・育児・介護と両立しながら，
妻が働き続けることは大変だと思うから」44.7％，

「夫が外で働いた方が，多くの収入を得られると

思うから」32.3％となっており，女性のケア役割
についての積極的な理由が半数以上を占めるが，
現状の社会システムへのネガティブな理由から分
業をよしとしている者も少なくない。

反対の理由は「固定的な夫と妻の役割分担の意
識を押しつけるべきではない」（56.9％），「妻が働
いて能力を発揮した方が，個人や社会にとって良
いと思うから」（43.3％），「男女平等に反すると思
うから」（40.0％）という平等公正という理由とと
もに，「夫も妻も働いた方が，多くの収入が得ら
れると思うから」（42.1％）という男女の稼得役割
に関する理由も含まれている。

次に，「国民生活に関する世論調査」から生活
の充実感についてみてみよう。現在の生活に「充
実感を感じている」（「十分充実感を感じている」と

「まあ充実感を感じている」の小計）は 74.1％，「充
実感を感じていない」（「あまり充実感を感じてい
ない」と「ほとんど（全く）充実感を感じていない」
の小計）24.5％と，充実感を感じている者が多く
を占めていることがわかる。昭和 49 年では「充
実感を感じている」58.1％，「充実感を感じてい
ない」38.4％であったから，充実感を感じている
者の割合は上昇していることがわかる。直近の
調査において 30 歳未満で「充実感を感じている」
は 83.7％であり若者の充実感は高く，充実感は高
齢者の方が相対的に低いので，高齢化の影響，つ
まり回答者に占める高齢者割合が上昇し，全体の
充実感を高めたのではない。

充実感を感じる時としてあげられているのは，
「家族団らんの時」48.5％，「ゆったりと休養して
いる時」47.0％，「趣味やスポーツに熱中してい
る時」43.6％，「友人や知人と会合，雑談してい
る時」42.5％であり，一方，「仕事にうちこんで
いる時」は 29.6％である。家族や友人と過ごす
時，趣味などをしている時，つまり仕事ではなく
生活を重視していることがわかる。
「家庭の役割」（「あなたにとって家庭はどのよう

な意味をもっていますか。」）について令和元年の
回答結果をみると，「家族の団らんの場」64.2％，

「休息・やすらぎの場」63.8％，「家族の絆（きず
な）を強める場」55.3％，「親子が共に成長する
場」38.4％，「夫婦の愛情をはぐくむ場」28.2％，
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「子どもを生み，育てる場」27.1％，「親の世話を
する場」15.3％，「子どもをしつける場」15.1％と
続く。家庭がケアされる場としての意味が強いこ
とがうかがえる。

「仕事」「家庭生活」「地域・個人生活」の関わ
り方について希望優先度と現実を性別・年齢層別
に示したのが図 1-1～図 2-2 である。女性は全体
的に「「家庭生活」を優先したい」と「「仕事」と
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図 1-1　「仕事」「家庭生活」「地域・個人生活」の関わり方
　　　　～希望優先度（女性）
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出所：内閣府「男女共同参画に関する世論調査」（2016）
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図 1-2　「仕事」「家庭生活」「地域・個人生活」の関わり方
　　　　～希望優先度（男性）
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（単位：％）（単位：％）

34.8 

37.0 

22.0 

19.8 

15.1 

11.5 

6.0 

24.1 

24.4 

41.3 

38.9 

34.9 

41.3 

55.2 

7.0 

7.1 

1.4 

0.7 

1.6 

3.4 

6.5 

17.7 

18.9 

22.5 

30.2 

34.9 

18.1 

9.4 

4.4 

5.5 

1.8 

1.0 

3.5 

3.7 

1.6 

5.7 

3.9 

4.1 

3.1 

5.8 

15.2 

15.4 

2.5 

1.6 

6.0 

6.3 

4.3 

6.9 

3.1 

3.8 

1.6 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

18～29歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

図 2-1　「仕事」「家庭生活」「地域・個人生活」の関わり方
　　　　～現実の優先度（女性）

出所：内閣府「男女共同参画に関する世論調査」（2016）
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図 2-2　「仕事」「家庭生活」「地域・個人生活」の関わり方
　　　　～現実の優先度（男性）

出所：内閣府「男女共同参画に関する世論調査」（2016）

「仕事」を優先している

「家庭生活」を優先している

「地域・個人の生活」を優先している

「仕事」と「家庭生活」をともに優先している

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先している

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している

わからない

「仕事」を優先している

「家庭生活」を優先している

「地域・個人の生活」を優先している

「仕事」と「家庭生活」をともに優先している

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先している

「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している

わからない

（単位：％） （単位：％）



42 日本労働研究雑誌

「家庭生活」をともに優先したい」の割合が高く，
男性は「「仕事」と「家庭生活」をともに優先し
たい」が高く，「「家庭生活」を優先したい」と

「「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」
をともに優先したい」がやや高い。

30 歳代と 40 歳代についてみるなら，30 歳代女
性は，「「家庭生活」を優先したい」34.4％，「「仕
事」と「家庭生活」をともに優先したい」34.4
％，40 歳代女性は，「「家庭生活」を優先したい」
35.1％，「「仕事」と「家庭生活」をともに優先し
たい」32.3％である。30 歳代男性は，「「仕事」と

「家庭生活」をともに優先したい」36.2％，「「家
庭生活」を優先したい」20.3％，「「仕事」と「家
庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
したい」20.3％，40 歳代男性は，「「仕事」と「家
庭生活」をともに優先したい」38.5％，「「家庭生
活」を優先したい」17.1％，「「仕事」と「家庭生
活」と「地域・個人の生活」をともに優先した
い」17.5％となっている。男性の希望は必ずしも
仕事優先ではなく，家庭の占める位置は大きいこ
とがわかる。

一方，現実を見ると男性は女性に比べて仕事を
優先している者が多く，たとえば 30 歳代男性で

「「仕事」を優先している」49.7％，40 歳代男性で
52.8％である。男性において，仕事優先を望まな
いにもかかわらず優先させている者の割合が高い
であろうことがわかる。もちろん希望と現実の回
答をクロスさせているわけではないので，男性に
おいても女性においても希望と現実が異なるもの
は単純集計の比較よりももっと多いであろうこと
は推測できる。

Berk（1985）は仕事と家事の関係について，家
族生活を重視するほど家事項目（タスク）は増え，
それは仕事へのコミットメントを減らしていく。
仕事へのコミットメントが減れば働き方が変化
し，その結果仕事時間が減るとしている。具体的
には，子どもの年齢や人数とともに，「家族の幸
福」をより重要だとしている妻のいる世帯ほど家
事項目数が多く，「自分を満足させること」をよ
り重要だとしている妻のいる世帯ほど家事項目数
が少なかった。仕事時間の説明要因としては，ま
ず世帯の家事項目数が有意に負の影響があり，家

事項目数が増えると仕事時間が減ることを意味す
るとしているのである。

もちろんこれは働き方の選択肢がある社会にお
いてあてはまるのだろう。しかし，日本において
生活の充実として，家族や家庭が重視されている
ならば，家庭こそが憩いの場であるというのであ
れば，家庭においてなされる家族への「ケア」は
膨大に膨らんでいく。ケアを受けることを当然な
がら女性も求めるならば，子育ての負担に加えて
必要な「ケア」の総量は増していくだろう。

Ⅳ　家事内容と担い手の問題

このように家族や家庭を重視することは，家事
の担い手はもちろん，家事の内容の変化とも関連
している。そもそも家事は農業中心であった時代
には製造的要素が強く，商品の流入により家事の
製造的要素が弱まった。以前の家事は，自給を目
的とするものでも，保存に耐える食品の製造，衣
類の裁縫などの製造的要素が強かったが，商品経
済の発展と浸透はそのような製造的要素を失わせ
た。また家事の担当者は主婦に限定されるもので
はなく，家族成員が必要に応じて分担していた。
近代化以降，家事の中心となった料理，清掃，洗
濯，子育ては副次的なものでしかなかった。料理
は鍋のものを温める程度であり（Segalen 1981），
掃除はひどい汚れが床につかない程度に保つ程度

（Bock=Duden 1977）であり，少々手のかかった洗
濯にしても，年 2 回行っていた大洗濯にしても，
日常的なものではなかった。また子育てにしても
母親が必ず行うというわけではなく，共同体や家
族の他の成員が代わって行うこともあった。子ど
もが多いため，１人の子どもに長くかかわってい
る暇もなかったといわれている。

近代以前の家族の規模は様々であるが，大規模
な構成員を有する農家や商家では，主婦は家内で
行われる生産活動や生活管理の指揮者であったの
に対し，近代家族において家事に要求されるのは
他の家族成員に対する無償の愛情とサービスであ
る。そして家事についての評価はこれまで様々に
なされてきた。

Oakley（1974）は次のように述べている。「今
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日の一般的な考え方には，家事に対する２つの相
反したステレオタイプがある。一方によれば，主
婦は抑圧された働き手であり，くだらない，面白
くない，本質的には自己否定的な仕事をあくせく
とやっている。他方によれば，家事は限りなく創
造的で余暇的なものの追求にはもってこいの機会
を与えるものとなる。第 2 の観点においては，家
事は家庭作りであり，家庭とは宝の家に他ならな
い。」直井（1989）もまた，家事の否定的な側面
と肯定的な側面についてボーヴォワールと大森の
例をだし次のようにまとめている。「……ボーヴ
ヴォワールは，家事労働のもつ否定的な側面，す
なわち労働に創造性がなく女性の自主性をなくし
諦めのみを与えている，つまらない仕事であるこ
とを強調する。他方，伝統的な家政学の考え方に
みられる……見解は，家事の肯定的側面，すなわ
ち家庭生活を円滑に進め，個々の成員の身体的お
よび精神的な健康を保障していくものであること
を強調している。」同じ家事に関する 2 つの相反
する評価は，おそらく家事担当者のアイデンティ
ティや家族構成員の家事に評価や伝統的役割観に
左右されると考えられる。ここではそのメカニズ
ムについて検討することはできない。しかし，こ
のように相反する評価が可能になったのは，家事
のサービス的な側面が強まったからであろう。前
述したように，Hochschild（1997）もまたこのよ
うな家事のサービス的な側面，つまりケアに着目
しているのである。

さらに現代の家事は，家計管理はもちろんであ
るが，育児を含めて情報の管理，ネットワーク資
源の開発・維持など目に見えない家事がより重要
になってきている。家事・育児の内容がモノを扱
うものから，ケア（人を扱うもの）や情報を扱う
ものが増えたのである。産業構造の変化と同様に
家事の内容も大きく変化している。産業構造の変
化が女性の働き方を変えてきた。現在サービス業
に女性が多いように，家事は内容が変化してもあ
るいは変化したからこそ，女性に割り当てられて
いる。その結果，家事・育児（ケア役割）につい
ては女性に，仕事（稼得役割）については男性に
偏りがちである。

家事の中には延期できる「繰延可能家事」と延

期できない「繰延不能家事」があり，育児もまた
繰延できない（永井 1992）。妻がフルタイムであ
れば夫の仕事時間に関係なく夫の育児が増える。
妻が繰延可能家事を減らせば夫の繰延可能家事が
増える。妻は繰延可能家事の頻度を減らして対処
することになるのである。家事は近代化以降，商
品化され，省力化され外部化されてきたが，それ
でもなお妻（母）は楽にならない。

担い手の問題は，夫婦間の代替可能性の問題と
関連する。久保（2017）によれば，妻が非正規よ
りも正規雇用の夫の方が，そしてジェンダー平等
意識を持っている夫の方が，家事も育児も頻度が
高い。一方，夫の労働通勤時間が長い方が，家事
も育児も頻度が低いと述べるのに加えて，夫婦間
の代替性について検討している。夫と妻の家事
と育児頻度の関係は，食事の後片づけや入浴の世
話などの代替しやすい項目で妻の頻度が低い方が
夫の頻度が高い関係が認められる。一方，子ども
の遊びや話の相手の項目は，夫の頻度と妻の頻度
に代替関係はなく，夫の頻度が高くても妻の頻度
には影響しない。妻の就業形態別に各項目をみる
と，食事の後片付け，洗濯・衣類の整理などの正
規雇用の妻の頻度が低い項目で，その夫の頻度が
高い傾向にあり，正規雇用の妻と夫の代替関係が
強い傾向がうかがえる。労働時間との関係では，
食事の準備などの従事する時間に裁量の余地のな
い家事や，育児のような時間消費的な活動では労
働通勤時間の長い夫の頻度が低い傾向にあり，時
間的に裁量の余地のある家事では影響が少ない。
家族との時間は量だけではなくタイミングも重要
であり，労働者の日々の時間配分の自律性を高め
ることが重要であると強調しているのである。

平日と休日に着目したのは鈴木（2011）である。
平日と休日における夫の「家事・育児」時間を
組み合わせて，3 種類の関与パターン（「全日型」

「休日型」「無関与型」）を作成し，属性的特徴，妻
の主観的意識との関連，さらに，関与パターン
と妻の主観的な意識との関連に対する妻の就業形
態の文脈効果を検討した。分析の結果，夫の関与
パターンには，妻の学歴や仕事の状況よりも，妻
の年齢，ライフステージといった人口学的な要因
や，夫の学歴や夫の仕事の状況との関連がみられ
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た。また，夫の関与パターンと妻の主観的意識と
の関連が妻の就業形態によって異なるのかどうか
については，夫婦関係満足度について，妻の就業
形態による交互作用効果（妻就業形態の文脈効果）
がみられた。また，生活満足度と幸福感について
は，交互作用効果が有意な値を示さなかったもの
の，夫婦関係満足度と同様な傾向を示した。専業
主婦の場合，休日の夫の家事は平日の埋め合わせ
になるが，妻が就業している場合には，「休日」
の関与が「平日」の「埋め合わせ」にならないこ
と，特に正社員の場合にその傾向がより一層明確
であることを明らかにした。

このように，家事の省力化や外部化と同時に家
事の内容の変化は著しい。そして夫婦間の代替可
能性もそれに伴って変化し，分業が解体するほど
代替に関連した夫婦の満足度は低くなることが予
想される。

Ⅴ　むすびにかえて

現在の日本社会は，依然としてケアは女性，仕
事は男性という構造が残っている一方で，男女と
もに二重負担を強いられている。家事時間は減少
しているものの育児時間は増加しており，男女の
二重負担はとりわけ子育て世帯で顕著である。こ
の二重負担とその負担感について，本論では，生
活における家族・家庭への価値や家事内容の変
化，子育ての負担という点から検討してきた。

家事・育児はモノを扱うものから，ケア（人を
扱うもの）や情報やネットワーク資源等を扱うも
のが増えた。男性の育児時間は増加しているが，
それ以上に女性の育児時間は増加しており，育児
は送迎など一方が担えばもう一方が担わなくても
よいものもあるが，共同で行われるものも多く，
夫と妻双方のエネルギーと時間を費やすことが必
要なのである。したがって，仕事時間が大幅に減
少することがなければ，二重負担についての男女
の負担は解消することは難しい。

負担感の高まりは，家事内容の変化により夫婦
間の分担で解消できない家事が増えたことに合わ
せて，家族・家庭への価値の高まりとも関係して
いるだろう。そうであるならば二重負担が不幸か

幸福かというのは単純には言えない。例えば，仕
事と家庭が両立困難な状況での二重役割，二重負
担は不幸であると考えられるが，両立可能な状況
での二重役割は仕事での充実感，家庭での充実感
どちらも得られる幸福な状態とも言えるのだ。

家族形成に大きな変化が生じている。これまで
は初婚継続夫婦がライフステージの変化により家
事と仕事のバランスをとることが考えられてき
た。現在は，離婚，再婚などパートナーが変わる
ことも，無配偶状態になることも人生の可能性の
中には多く含まれる。結婚生活だけでなく，恋愛
市場，結婚市場においても家事か仕事かという二
者択一はリスクが高い。しかし，二重負担はスト
レスが高い。専業主婦あるいは専業主夫になる，
家族的責任を果たさずに仕事にまい進する，仕事
と家事を両立する努力を続けるなど，分業の自由
度を担保することと，家族形成の自由度を担保す
ることは難しい。家族形成の自由度を優先させる
のであれば，仕事と家事を両立すること，それを
可能にすることが必要である。それでもなお負担
感は生じるだろう。

有田（2019）はネガティブ・ケイパビリティす
なわち「対処が難しい状況に身を置きつつ耐える
能力」の個人差を指摘している。同棲婚の解消を
考慮すると離婚率は欧米と比較するとまだかなり
低いのだが，日本では離婚率が上昇する以上に特
徴的な変化は未婚率の上昇である。まさに日本の
未婚率の上昇はネガティブ・ケイパビリティによ
るものではないか。特にネガティブ・ケイパビリ
ティが強く，人生の選択を真摯に考える者ほど家
族生活を顧みない社会的な状態がこれからも続く
のであれば，結婚しないという選択が夫婦の危機
を回避するための最も優れた選択であるだろう。
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